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満洲における妾をめぐる立法状況の点描

西　田　真　之

序

　本稿は，満洲における妾に焦点をあて，同地にて法典を編纂する過程で生じ

た妾の法的諸問題について比較法史の見地から検討を試みるものである。筆者

は，これまで広義の東アジアにおいて独立国としての立場を保持しながら近代

法継受を行った日本・中国・タイを対象に，各国での妾をめぐる法的諸問題に

つき検討し，それぞれ近代法典の編纂過程で一夫一婦制を建前とする法文を民

事法典及び刑事法典の中に設けつつも，実際のところ法文の解釈や判例での扱

われ方を見ると，夫が正式に娶った妻以外に，正式な婚姻儀式や手続きを経ず

して双方の許諾や同意の下で性行為及び扶養関係を有する女性を妾として有す

ることを消極的ながらも暗に容認する体制，即ち一夫一婦容妾制が形成されて

いたことを明らかにしたン₁︶。

　広義の東アジアという視点から，満洲における妾の法的諸問題に目を転じる

と，満洲での立法作業に携わった千種達夫は，法文上は一夫一婦制を原則とし

て掲げながら，妾は明文で規定することなく，間接的に妾を保護する規定を設

けたことを書き記しているン₂︶。そのため，日本や中国と同様に，満洲において

も法典を編纂する際に妾の取り扱いをめぐり議論がなされ，その結果として一

夫一婦容妾制が形成されたようにも見受けられるが，妾を暗に容認するための

規定のあり方には，それぞれの立法で相似する部分と相違する部分がある。そ

こで，本稿では特殊な法領域として日本の統治下におかれた満洲における妾に



関連する法文を中心に，日本や中国の法文と比較しつつ，満洲での妾をめぐる

立法状況を整理しながら考察してゆく。

　満洲の法体制を考察したものや概説書の類としてはいくつか先行研究が示さ

れているがン₃︶，本稿で考察の対象とする妾自身の法的問題を見るためには，民

事法の領域と刑事法の領域双方の分野に跨る複合的な観点から検討を加える必

要がある。例えば，満洲での親属継承法においては重婚の禁止規定の有無と共

に妾と関係を有した夫に対し妻が離婚を訴えることが認められたのか否かとい

う夫婦間の離婚事由が問題となるし，刑法の分野では夫と妾との関係が重婚罪

或いは姦通罪として罪に問われ得るものであったのかという点にも着目しなけ

ればならない。さらに，法文上規定されていた親属に妾が含まれていたのかと

いう問題に関連し，妾に対する親属に関する規定の適用の可否に関しても重要

になるン₄︶。そこで，本稿では満洲における立法状況を詳らかにしつつ，妾に関

する刑事法及び民事法での法文や法学者による見解につき概説書による著述や

当時の法学雑誌での論説，さらに満洲国司法部による『親属継承法要綱審議録』

や早稲田大学図書館所蔵の千種達夫文書などの資料を活用しながら，立法者が

満洲において妾をめぐりどのような法体制を構築しようとしていたのかを見て

ゆくこととしたい。

　表記方法については，原則として次のように統一する。先行研究では，当時

の表記に倣い「満洲国」や「満洲帝国」という表現を用いているものもあるが，

満洲は傀儡政権であることや，中国語で「偽満」と表現されていることにも鑑

み，便宜上文献の引用部分を除いては単に「満洲」と記す。漢字は新字体を使

用し，適宜句読点を附す。また，年号は西洋暦で統一する。当時の文献で既に

邦訳がなされているものは当時の片仮名交じりの表記に倣い引用しン₅︶，文字の

判別がつかなかった箇所は〇で示す。平仮名交じりの文体で訳を表記した部分

は，筆者が翻訳した箇所である。
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１．刑法

（ ６）立法過程

　満洲において建国宣言が出されたのは，６9８７ 年 ８ 月 ６ 日である。その後，

教令第 ８号「暫行援用従前法令之件」（「暫ク従前ノ法令ヲ援用スルノ件」）が出さ

れたが，第 ６条で「従前施行之法令限于与建国主旨国情及法令不相抵触之条項

一律援用之。」（「従前施行セル法令ハ建国ノ主旨国情及法令ニ抵触セサル条項ニ限リ一

律ニ之ヲ援用ス。」）と規定されたことにより，中華民国刑法が援用されることと

なった。

　６9８９ 年には司法部が満洲刑法典修訂の根本計画を行い，本格的に立法に向

けて動きが加速してゆく。同年の年末には東京地方裁判所判事の城富次が参事

官に確定し，翌 ６9８5 年に泉二新熊が審核に就任したン₆︶。６9８5 年 9 月からは城

富次の手による第一次草案の起草作業が進められ，年末には脱稿した。翌

６9８6 年には泉二新熊を中心に草案が審議され，清水鼎良・城富次・飯塚敏夫

による整理案の作成が進められ，6月に整理案が脱稿された。同年 8月には司

法部としての確定案が完成，６７ 月に総務司長会議の議，各部大臣の閣議，参

議府の御前会議に附され，６9８7 年 ６ 月 ９ 日勅令第 ６号として刑法典が公布さ

れた。また，同年 ８月 ６６ 日に刑法施行法が公布された。

（ 2）親属の範囲・姦通罪・重婚罪

　刑法上の観点からは，まずは親属の範囲と妾の問題が挙げられる。満洲刑法

典の親属相盗の規定を例に見てみる。
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第 ７９6 条

於直系親属或配偶者間犯本章罪者免除其刑。於其他親属間犯本章罪者俟告訴乃論。

（直系親族又ハ配偶者ノ間ニ於テ本章ノ罪ヲ犯シタルトキハ其ノ刑ヲ免除シ，其ノ他ノ

親族ノ間ニ於テ本章ノ罪ヲ犯シタルトキハ告訴ヲ待テ其ノ罪ヲ論ズ。）

　親属相盗の規定に依ると，親属の関係にある者は仮に窃盗罪を犯したとして

もその刑が免除されることになるがン₇︶，ここで親属の範囲に妾が含まれ，法文

の効果が妾に適用されるか否かという問題が生ずる。親属の範囲については刑

法施行法に下記の条文が置かれた。

第 ６9 条

刑法称親属者謂左列之人。

（刑法ニ於テ親族ト称スルハ左ニ掲グル者ヲ謂フ。）

一　直系血親四親等内之旁系血親及此等人之配偶

（６　直系血族，四親等内ノ傍系血族及此等ノ者ノ配偶者）

二　配偶

（７　配偶者）

三　三親等内之姻族

（８　三親等内ノ姻族）

　当該条文では妾の文言が含まれていないことから，妾は親属に含まれるもの

としては想定されていなかったと考えられる。では，この刑法典の成立によっ

て，妾の存在は否定されたのだろうか。姦通罪及び重婚罪の条文から見てみよう。

　満洲刑法典の姦通罪及び重婚罪については，それぞれ次のように規定された。
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第 ６8９ 条

有夫之婦与人通姦者，処二年以下徒刑。其相姦者，亦同。

（有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ徒刑ニ処ス。其ノ相姦シタル者亦同ジ。）

前項之罪俟夫之告訴乃論。但夫縦容或宥恕其通姦或以悪意遺棄其妻者其告訴為

無効。

（前項ノ罪ハ夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ズ。但シ夫姦通ヲ縦容若ハ宥恕シ又ハ悪意ヲ以テ妻

ヲ遺棄シタルトキハ告訴ハ其ノ効ナシ。）

第 ６85 条

有配偶而重為婚姻者，処二年以下徒刑。其相婚者，亦同。

（配偶者アル者重ネテ婚姻ヲ為シタルトキハ二年以下ノ徒刑ニ処ス。其ノ相婚シタル者

亦同ジ。）

　まず，姦通罪の規定であるが，姦通罪で処罰対象となっているのは，「有夫

之婦」（有夫ノ婦）であり，夫が処罰されることは想定されていない。当時の世

界各国における姦通罪の規定方法をめぐる立法例を見ると，主に ９つの形式が

あった。即ち，法律上姦通を罪とは見ないもの（例：イギリス），姦通罪を夫婦

平等に処罰するもの（例：ドイツ），夫婦を処罰するものの夫婦間で処罰に差を

設けるもの（例：フランス），妻の姦通のみを処罰するもの（例：日本）であったン約︶。

　では，日本・中国・満洲における刑法典では，姦通罪の処罰対象はどのよう

になっていたのだろうか。各刑法典での立法状況を整理すると次のようになる。
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【日本・中国・満洲の法文比較】

・刑法典－姦通罪

日本：６9５7 年 中国：６9７8 年 中国：６9８5 年 満洲：６9８7 年

第 ６8８ 条

有夫ノ婦姦通シタルトキハ二

年以下ノ懲役ニ処ス。其相姦

シタル者亦同シ。

第 ７56 条

有夫之婦与人姦通者，処二年

以下有期徒刑。其相姦者，亦同。

（有夫の婦で人と姦通した者

は，７年以下の有期徒刑に処

する。その相姦者も亦同じ。）

第 ７８9 条

有配偶而与人通姦者，処一年

以下有期徒刑。其相姦者，亦同。

（配偶者を有する者で人と姦

通した者は，６年以下の有期

徒刑に処する。その相姦者も

亦同じ。）

第 ６8９ 条

有夫之婦与人通姦者，処二年

以下徒刑。其相姦者，亦同。

（有夫ノ婦姦通シタルトキハ

二年以下ノ徒刑ニ処ス。其ノ

相姦シタル者亦同ジ。）

前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ

之ヲ論ス。但本夫姦通ヲ縦容

シタルトキハ告訴ノ効ナシ。

前項之罪俟夫之告訴乃論。但

夫縦容或宥恕其通姦或以悪意

遺棄其妻者其告訴為無効。

（前項ノ罪ハ夫ノ告訴ヲ待テ

之ヲ論ズ。但シ夫姦通ヲ縦容

若ハ宥恕シ又ハ悪意ヲ以テ妻

ヲ遺棄シタルトキハ告訴ハ其

ノ効ナシ。）

1
1

0

満
洲
に
お
け
る
妾
を
め
ぐ
る
立
法
状
況
の
点
描

法
学
研
究
　
６５5号（

７５６8年
8
月
）



　姦通罪での処罰対象を見ると，各々の法典での特徴が浮彫りとなる。例えば，

中国での規定を見ると ６9７8 年刑法では「有夫之婦」のみを処罰する規定が置

かれていたが，６9８5 年刑法においては夫婦平等に姦通罪の処罰対象に含める

ように転換しているン₉︶。中国の ６9８5 年刑法での法文改正の動きにおいても見

受けられるように，当時の姦通罪に関する世界各国の立法例に照らしても，婦

人のみを処罰対象とする極端な不平等主義は徐々に少なくなっている傾向に

あった。にもかかわらず，満洲刑法典は日本のように婦人のみを処罰する不平

等主義を採用しているン₁₀︶。この点につき，「妻のみに対して義務を強ひること

は不合理であるが，現在の満洲国の家族制度と文化標準は夫婦平等の処罰を為

すことを妥当とする情態に至つていないであらう。」ン₁₁︶と考察するものもあっ

たが，満洲刑法典にて当該法文が置かれたことは，夫が例え妻以外に妾を蓄え

たとしても，姦通罪により処罰されることはないことを意味したン₁₂︶。

　続いて重婚罪であるが，当該規定も妾を有した夫に対して適用されることは

無かった。この点については，立法に携わった飯塚敏夫が「蓄妾の風，同居の

俗は然ることながら，漢人間では妻妾厳として有別，邦人の所謂第二夫人は妾

であつて妻ではない。邦人の見解を以て濫に異俗の漢人を推薦し，重婚呼ばは

りをするのは感心しない。」ン₁₃︶と指摘している点が注目される。さらに，当時

の民籍をめぐる問題について「妾亦生婚姻関係乎，倘生婚姻時是否應構成重婚

罪。」（妾モ婚姻関係ヲ生ズルヤ，婚姻関係ヲ生ズルモノトセバ重婚罪ヲ構成スベキモノ

ニ在ラズヤ。）との質疑があった際に，「不生婚姻関係。」（婚姻関係ヲ生セズ。）と

の解答が示されていることからも，妾との関係は婚姻関係と見做されていな

かったことが明らかであるン₁₄︶。

　このように，刑法上は妾についての文言が盛り込まれてはいないものの，姦

通罪及び重婚罪双方の規定の解釈に依ると，夫は妻以外に妾として他の女性と

関係を有したとしても，処罰されないこととなり，暗に夫が妾を有することを

容認している形態となっている。
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２．親属継承法

（ ６）立法過程及び慣習調査の経過

　満洲における民法典は，６9８7 年 6 月 ６7 日に勅令第 ６８５ 号として公布された

が，これは総則・物権・債権の ８編により成るものでありン₁₅︶，親属編・継承編

は引き続き中華民国民法典が援用されることとなったン₁₆︶。６9８8 年 9 月に千種

達夫が司法部参事官として赴任し，朱廣文と共に起草委員に任命され，林鳳麟

の協力の下で単行法として親属継承法の立法作業が開始されたン₁₇︶。翌 ６9８9 年

８ 月に民事法典審議委員会を設置ン₁約︶，6月には最高法院次長井野英一を委員長

とする第 ６次小委員会及び第 ６次大委員会を開催し，立法の要綱の作成が開始

された。６9９６ 年には民事司長万歳規矩楼を委員長とする第 ６次・第 ７次起草

委員会，さらに最高法院長井野英一を委員長とする第 ７次小委員会が開催され，

翌 ６9９７ 年 ６ 月に第 ８次起草委員会・第 ８次小委員会が開催された。同時期には，

満洲各地の慣習の調査をするための項目が数度の改訂を経て整理され，調査の

実態も踏まえ ６9９７ 年 ７ 月 9 日に親属継承法要綱が決定されたン₁₉︶。

　親属継承法の立法に際して，千種は男女平等の問題や離婚事由の規定と共に，

法文の中における妾の問題の扱い方をめぐっては慎重に検討する必要がある旨

を指摘しているン₂₀︶。興味深い点として，千種達夫文書の『康徳六年起　親族相

続立法資料』内に『親属法草案之説明』及び当該文書を和訳した『親族法草案

ノ説明』が所収されていることが挙げられる。これは，中国において ６9７8 年

に新たな親属法草案が示された際に，国民政府法制局が公表した内容と同一の

ものであるがン₂₁︶，納妾に関して附された説明では，次のような記述がなされて

いる。
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納妾問題

納妾之制，不独違反社会正誼，抑実危害家庭和平，衡以現代思潮及本党党義，

応予廃除，蓋無疑義，故本案不設容認妾制之明文，以免一般社会妄疑此制之可

以久存或暫存，惟以明文禁止納妾，似亦宜俟諸単行法令，而不能僅僅仮手於親

属法，縁廃妾之律，為貫達其目的起見，勢不能不置設諸種関於納妾之刑事制裁

及行政処分故也。至於既存之妾及其子女，於廃妾之単行法令未頒行以前，究居

如何地位，則擬由法院斟酌社会情形，為之解釈，以補律文暫時之闕。

（納妾ノ制度ハ，独リ社会ノ正誼ニ違反セルノミナラズ，実ニ家庭ノ平和ヲ危害スルモ

ノナルヲ以テ，現代思潮及本党ノ党義ニ〇リ廃除スベキモノナルハ，蓋疑義ナキトコロ

ナリ。故ニ本案ハ妾制度ヲ容認スルノ明文ヲ設ケズ，一般社会ヲシテ此ノ制度ノ久存又

ハ暫存シ得ベキモノナリトノ妄疑ヲ除去シメタルモ，明文ヲ以テ納妾ヲ禁止スルハ，単

行法令ヲ俟ツテ之ヲナスベキモノナルヲ適当トスルガ如ク，僅カニ親族法ヲ以テシテハ

不可能ナリ。廃妾法規ハ，其ノ目的ヲ貫達センガタメニハ，勢ヒ諸種ノ納妾ニ関スル刑

事制裁及行政処分ヲ設置セザル能ハザルガ故ナリ。既存ノ妾及其子女ハ，廃妾ノ単行法

令公布以前ニ付テハ，法院ニ於テ社会事情ヲ斟酌シ，之ガ解釈ヲナシ，以テ法文一時ノ

闕ヲ補ハントス。）

　これは中国での親属法草案の趣旨を説明したものであるが，同文書が満洲親

属継承法の立法資料に収められていることにつき，満洲における妾に関する立

法との関連では，妾を直接保護するための明文規定は設けないものの，間接的

な保護規定を与える旨の指針が早い段階より固まっていたことを物語っている

ものとして，重要な意味合いを有しているものと言えよう。

　満洲で実施された慣習調査では，妾についても調査対象となっている。慣習

調査は複数回に分けて行われており，第 ６次調査は ６9８9 年度・６9９５ 年 ９ 月に

蒙古興安 ９省の各 ７旗計 8旗と熱河省 ９旗を，第 ７次調査は ６9９５ 年末に満・漢・

朝鮮人・白系ロシア人，９６ 年に回教徒を，第 ８次調査は ６9９６ 年 ６５ 月・６9９７
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年 9月に満洲旗人・蒙古人・漢人を，それぞれ対象とした実地調査を行い，さ

らに ６9９５ 年 ６６ 月には全国の地方法院・主要地区法院 ８８ 箇所及び全国各県旗

の協和会に調査を依嘱し，他にも大学専門学校の満系学生ン₂₂︶に夏休みの課題

として学校を通じて証書類の収集を依嘱，法院に対しても親属継承法の判決・

裁判所の証拠として出された証書類の写しの送付を依嘱し，調査を実行し

たン₂₃︶。この内，哈爾浜地方の漢人・ロシア人の慣習と延吉地方の漢人の慣習，

延吉及び輯安地方の朝鮮人の慣習の調査結果については戦前に刊行されン₂₄︶，戦

災を免れた興安北省海拉爾市・興安南省王爺廟街・興安西省阿魯科爾沁旗・熱

河省喀喇沁左・右・中旗及び翁牛特右旗・興安東省・興安東省莫力達旗・興安

北省索倫旗・興安西省奈曼旗・興安東省阿栄旗・興安南省東科中旗・扎賚特旗・

興安北省西新巴旗・新京特別市・吉林・蓋平・斉斉哈爾・雙城の各地方での蒙

古人・回教徒・満漢人・満洲旗人を対象に行われた調査結果は，調査の中心的

役割を果たした千種の手により出版されたン₂₅︶。

　具体的な慣習調査の経過を見てみると，調査の実施時期により調査項目につ

き若干の差異が見受けられる。整理すると次のようになるン₂₆︶。
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【慣習調査項目】

・妾

『慣習調査項目』（康徳六年

十二月六日印刷　司法部参事

官室）【６9８9 年】

『満洲家族制度の慣習調査（日

本内地人学生調査項目）』（康

徳七年七月　新京法政大学）

【６9９５ 年】

『司法部親属継承慣習調査録』

（第八次調査項目満文版　康

徳七，一一，一印刷）【６9９５ 年】

千種達夫『満洲家族制度の慣

習Ⅲ』【６967 年】

一， ドウイフ場合ニ妾（第二

以下ノ妻）ヲ貰フカ

　　 ドウイフ理由デ妾ニナル

カ

一， 妾ハドウイウ場合ニ貰フ

カ

一， 妾之原因，

　　 （１）納妾，係由於如何之

原因乎，

　　 （２）為妾，係由於如何之

原因乎，

１．妾の原因

　　 （１）どういう原因で妾を

貰うか

　　 （２）どういう原因で妾に

なるか

二， 調査地域デ幾夫婦ノ内妾

ヲ有スルモノハ何人カ

二， 妾ヲ貰フ場合結納ヲ交付

スルカ

　　 式ヲ挙ゲルカ

　　 式ハ結婚式ノ場合ト異ル

カ

二， 納妾与父母妻，

　　 （１）納妾要妻之同意乎，

　　 （２）妻，有為夫納妾者乎，

　　 （３）納妾，要父母之同意

乎，

　　 （４）父母，有為子納妾者

乎，

２．納妾と父母，妻

　　 （１）妾を貰うには妻の同

意を要するか

　　 （２）

　　 （イ）妾は夫のために妾を

貰うことがあるか

　　 （ロ）一般の場合子のない

とき夫が妾を貰うことを

妻は好むか

　　 （３）妾を貰うには父母の

同意を要するか

　　 （４）父母は子のために妾

を貰うことがあるか
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三， 妾ヲ貰フニハ妻ノ同意ヲ

要スルカ

　　 父母ノ同意ヲ要スルカ

四， （１）妾ヲ貰フ場合結納ヲ

交付スルカ

　　（２）式ヲ挙ゲルカ

　　 （３）右（１）（２）ハ結婚式

ノトキト異ルカ

　　 （４）若異ルトセバ其ノ詳

細ノ説明

三， 妾ハ妻ヨリ低イ家庭ヨリ

貰フカ

　　 妾ノ家庭ニ於ケル地位ハ

妻ヨリ低イカ

　　 妾ト妻ト家庭ノ仕事ノ分

担ハ異ルカ

四， 妾ヲ有スル場合夫婦生活

ハドウシテイルカ

三， 納妾之手続，

　　 （１）

　　 （甲）納妾時，交付金銭，

其他之財物否，

　　 （乙）右之金銭，其他之財

物，交付何人，

　　 （丙）右者以身価之意味

而交付乎，

　　 （丁）其他尚以如何之意

味，而交付乎，

　　（与聘財比較）

　　 （２）

　　 （甲）挙行儀式否，

　　 （乙）若挙行時，与結婚之

儀式，何点不同，

四，妾之地位，

　　 （１）妾，通常由比妻為低

之家庭納之乎，

　　 （２）妾於家庭之地位，与

妻如何不同，

３．納妾の手続

　　 （１）

　　 （イ）妾を貰う場合金銭，

その他の財物を交付する

か

　　 （ロ）右の金銭その他の財

物は何人に交付するか

　　 （ハ）右は身価の意味を

もって交付するか

　　 （ニ）その他いかなる意味

をもって交付するか（結

納と比較すること）

　　 どのくらい交付するか

　　 （２）式を挙げるか

４．妾の地位

　　 （１）妾は通常妻より低い

家庭から貰うか

　　 （２）妾の家庭に於ける地

位は妻とどういうふうに

違うか
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五， （１）妾ハ通常妻ヨリ低イ

家庭ヨリ貰フカ

　　 （２）妾ノ家庭ニ於ケル地

位ハ妻ヨリ低イカ

　　 （３）妾ト妻トハ家庭ノ仕

事ノ分担ハ異ルカ

六， （１）妾関係ハ

　　 （イ）夫ノ一方的意思ニヨ

リ解除スルコトヲ得ルカ

　　 （ロ）妾ノ一方的意思ニヨ

リ解除スルコトヲ得ルカ

　　 （２）妾関係ヲ解除シタ場

合妾ニ生活費又ハ惜別費

（慰籍料）ヲ供スルコト

ヲ要スルカ

五， 妾ノ制度ハ廃スルガヨイ

ト考ヘルカ

　　 （其ノ利害等ヲ農民ガド

ウ考ヘテイルカ聞クコト）

六， 妻ノ子ト妾ノ子トヲ一般

ニ差別待遇ヲシテイルカ

五， 家庭生活状態，

　　 （１）有妾之場合，夫婦之

生活如何，

　　 （２）無因納妾而家庭内発

生不和者乎，

　　 （３）因為不和，家庭内生

如何之状態乎，

六，夫与妾之財産関係，

　　 （１）

　　 （甲）妾之私有財産，与妻

之私有財産関係同様乎

　　 （乙）若不同時，於何点不

同，

　　 （２）

　　 （甲）夫与妾之財産契約，

与夫婦財産契約関係同様

乎，

　　 （乙）若不同時，於何点不

同，

　　 （３）

　　 （甲）夫与妾之財産管理使

用収益処分，与夫与妻之

場合同様乎，

　　 （乙）若不同時，於何点不

５．家庭生活状態

　　 （１）妾を有する場合夫婦

生活はどうしているか

　　 （２）妾を貰ったため家庭

内に不和を生ずることは

ないか

　　 （３）不和のため家庭内に

いかなる状態を生ずるか

６．夫と妾との財産関係

　　 （１）妾の私有財産は妻の

私有財産関係と同様か

　　 （２）

　　 （イ）夫と妾との財産契約

は夫婦財産契約と同様か

　　 （ロ）異なるとせばどうい

う点が異なるか

 （３）

　　 （イ）夫と妾との財産管理

使用収益処分は夫と妻と

の場合同様か

　　 （ロ）異なるとせばどうい
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七， 正妻死亡シタ後妾ハ正妻

ニ直ルコトガアルカ

　　 アルトセバドンナ手続ニ

依ルカ

七， 妾以外ノ女トノ間ニ生レ

タ私生子ト妾ノ子トハ一

般ニ差別待遇ヲシテイル

カ

同，

　　 （４）

　　 （甲）男方与妾之債務清償

関係，与夫与妻之場合同

様乎，

　　 （乙）若不同時，於何点不

同，

　　 （５）

　　 （甲）因妾関係之解消，或

因男方之死亡而適他家之

妾，能否与妻再婚之場合

同様将私有財産持去，

　　 （乙）如与妻之場合不同

時，何点差異，

七，扶正，

　　 （１）正妻死後，有以妾為

正妻（扶正）者乎，

　　 （２）若有時，挙行儀式否，

　　 （３）若挙行時，与普通結

婚之儀式，何点不同，

う点が異なるか

　　 （４）男方と妾との債務弁

済関係は夫と妻との場合

と同様か

　　 （５）

　　 （イ）妾関係の解消または

男方死亡により他家へ

行った妾は妻が再婚した

場合と同様私有財産を持

ち去ることができるか

　　 （ロ）妻の場合と異なると

せばどういう点が異なる

か

7．扶正

　　 （１）正妻の死後妾が正妻

になる（扶正）ことがあ

るか

　　 （２）ありとせば儀式を挙

げるか

　　 （３）挙げるとせば普通の

結婚の儀式とどんな点が

違うか
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八， （１）妾ヲ有スル場合夫婦

生活ハドウシテイルカ

　　 （２）家庭内ノ不和ヲ生ズ

ルコトハナイカ

八，妾関係消滅，

　　 （１）

　　 （甲）妾関係，能依夫一方

的意思解除之乎，

　　 （乙）如其不然，有如何之

事由時，始能解除乎，

　　 （２）

　　 （甲）妾関係，能係女一方

的意思解除之乎，

　　 （乙）如其不然，有如何之

事由時，於能力解除乎，

　　 （３）

　　 （甲）夫死後，夫之父母，

祖父母兄弟，妻，子女，

家長等，能否遂出其妾，

　　 （乙）如能時，係如何場合，

　　 （４）

　　 （甲）夫死後，妾自己能離

去其家乎，

　　 （乙）如能時，係如何之場

合，

8．妾関係の消滅

　　 （１）

　　 （イ）妾関係は一方的意思

により解除できるか

　　 （ロ）然らずとせばどんな

事由あるとき解除できる

か

　　 （２）

　　 （イ）妾関係は女の一方的

意思表示により解除でき

るか

　　 （ロ）然らずとせばどんな

事由あるとき解除できる

か

　　 （３）

　　 （イ）夫死後夫の父母，祖

父母，兄弟，妻，子女，

家長等は，妾を追い出す

ことができるか

　　 （ロ）できるとせばどうい

う場合か

　　 （４）夫の死後妾は自らそ

の家を去ることができる

か

1
1

9

満
洲
に
お
け
る
妾
を
め
ぐ
る
立
法
状
況
の
点
描

（
７５６8）



九， 一般ノ人ハ妾ノ制度ハ廃

スルガヨイト考ヘテイル

カドウカ，其ノ理由ヲ詳

細ニ

　　 （５）非因妾之責任之理

由，使妾関係消滅之場合，

対於妾要給以生活費或惜

別費（慰撫費）乎，

九，納妾人之数

　　 （１）調査地域内，約若干

夫婦或幾戸，中，有妾者，

約若干人，

　　 （２）有妾者，以何階級職

業者為多，

一〇，妾制度之存廃，

　　 （１）一般人対於妾之制

度，以為宜廃止乎，

　　 （２）詳細説明其理由，

　　 （５）妾の責でない理由で

妾関係を消滅させた場合

妾に生活費または惜別費

（慰謝料）を供すること

を要するか

９．納妾者の数

　　 （１）この地方（調査地域）

でおおよそ幾夫婦または

幾戸の内妾を有するもの

はおおよそ幾人か

　　 （２）妾を有する者はいか

なる階級職業のものに多

いか

６５．妾制度の存廃

　　 （１）一般の人は妾制度を

廃するがよいと考えてい

るか

　　 （２）その理由を詳細に説

明すること

　　 不和はないか
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　項目に若干の差はあるものの，基本的には妾との親属関係や，妾の原因，納

妾と父母・妻の同意の有無，納妾の手続き，妾の地位，家庭生活の状態，夫と

妾との財産関係，扶正，妾関係の消滅，納妾者の数，妾制度の存廃の可否，いっ

た調査項目が挙げられていることが確認できる。また，慣習調査と併せて，妾

関係の証書や妾関係解消に関する証書の写しも収集の対象となっていたン₂₇︶。

　さらに，上記の慣習調査以外にも座談会が ７回開催され，親属継承法の立法

過程で女性からの意見が徴収されているン₂約︶。６回目は，６9９５ 年 7 月 ７9 日に国

防会館において開催された。司法部からは朱廣文・千種達夫・林鳳麟が，女性

側からは宋夫人（協和会首都本部参事夫人・57 歳）・王夫人（司法部行刑司長夫人・

８7 歳）・孫静軒女士（道徳総会徳育部長・5９ 歳）・呉佩蘭女士（道徳総会講習班主任・

８5 歳）・逯景新夫人（協和分会長春区長夫人・８9 歳）・陶景新夫人（商家・56 歳）・

王李雪亭女士（商家・９７ 歳）が出席した。同座談会では，妾の実態，例えば妾

となる場合やその理由，妻と妾の社会的地位の相違などが議論されている。そ

の際，逯が「昔の夫婦間では男の権力が絶対的であつたから妾をとつてもよか

つたが，現在では男女平等の点からいけない。」と否定的な見解を明らかにし

ている。さらに，千種が妾制度を将来的に認めるべきか，という問いを発した

際の回答では，孫が「娯楽のため貰ふのは良くありませんが子を得るために貰

ふのは良いと思ひます。」と回答したのに対し，王李が「どんな場合でも妾を

貰ふことはいけない。そのため嗣子制度があります。」，王が「子がない時は嗣

子を貰へばよいと思ひます。娯楽のために妾を蓄へる者は，妾を愛するため沢

山の金を遣ひますから税金を課す方がよろしい。」ン₂₉︶と，それぞれ発言している。

　７回目の座談会は，６9９６ 年 ９ 月 ６9 日国都飯店にて李守仁の司会の下で開催，

司法部からは朱廣文・千種達夫・林鳳麟・商濟剛が列席し，女性側からは王秀

英（女子高等師導学校教授・８８ 歳）・傅喜珍（民生部編審官佐・８７ 歳）・孫恵卿（大

同報社記者・７6 歳）・尚璧清（国務院官房事務員・７5 歳）・楊隠君（新京女子国民高

等学校教諭・７９ 歳）・張雲影（法律事務所事務員・７５ 歳）・金薇（新京交通会社観光係
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員・６9 歳）・常向日（百楽蓄音機会社歌手・６8 歳）が参加した。ここでも妾の慣習

について取り上げられている。司会の李が子どものいない場合に妾制度を採用

することの是非を問うたのに対し，孫が「子供がないなら，兄弟の子供を養嗣

子にすべきで，妾をとる必要はないと考へます。」「女子の側から観ても面白く

ありませんし，男子の側から観ても家庭の幸福上妥当でないでせう。」と批判，

楊も「私は妾制度は全廃したいと存じます。」「男女は同権であります。男が妾

を蓄へるなら，女も亦更にも一人夫を持つては如何でせう。」と否定的な意見

を述べている。最終的には，王が「法律上には，妾について名
（ママ）

文がない方がよ

い。」との見解を示した。

　このような慣習調査や座談会を通じて女性から意見を徴収するのに併せて，

親属継承法要綱が審議された。審議の段階では，妾につき ６9９５ 年 7 月 ７7 日の

実務家会同民事諮問事項第 ８問の席上にて，「援用民法ニ照シ親属，継承法ノ

立案上考慮スベキ点如何」に対する答申として，「（イ）妾ノ制度ハ法律上認ム

ベカラズ。（ロ）現在ノ妾及其ノ子女ノ法律上ノ地位ニツキ立法上考慮スル必

要ガアル。（ハ）妾ヨリ生レタ子女ニ対シテハ嫡出子ト同等ノ地位ヲ与ヘルコ

ト。」との見解が示されていたン₃₀︶。その後，妾を法文上認めることは好ましく

ないとして，現在妾であるものについては保護規定を設けるが，将来的な妾に

は保護規定を適用しないように附則で経過規定を設けることに決したがン₃₁︶，最

終的に要綱では「妾ニツイテハ直接規定セズ，唯間接ニ保護スル規定ヲ設ケル

コト」ン₃₂︶との方針が決定されたン₃₃︶。また，刑法典で見たように妾は親属として

の扱いは受けないが，親属継承法要綱においては妾は慣習上家族として取り扱

われ，法律上家族として保護する必要に鑑み，「妾ハ家族ニ準ズルコト」として，

家族の範囲に含める措置が取られているン₃₄︶。

　要綱の決定に従い編纂された親属継承法は，勅令第 ７６6 号として ６9９5 年 7

月 ６ 日に公布されたものの，終戦に伴い施行されることは無かった。要綱の方

針により親属継承法では妾の文言を直接用いず，間接的に妾を容認する規定を
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設けることとなったが，こうした手法につき一夫一婦制を建前としながらも現

実問題として妾の保護もしなければならなかった点が評価されているン₃₅︶。具体

的に，妾を明文で規定することを避けながらも，暗に妾の保護を図った規定の

内容を見てゆく。

（ 2）親属と家族

　まず，親属と家族に関連する規定として，親属継承法ではそれぞれ次のよう

な条項が置かれていた。

第 ６条

左列之人為親属。

（次ニ掲グル者ヲ親属トス。）

一　血親

（６　血親）

二　配偶

（７　配偶者）

三　姻親

（８　姻親）

第 ９条

左列之人為姻親。

（次ニ掲グル者ヲ姻親トス。）

一　血親之配偶及配偶之血親

（６　血親ノ配偶者及配偶者ノ血親）

二　配偶之血親之配偶

（７　配偶者ノ血親ノ配偶者）
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三　血親之配偶之血親

（８　血親ノ配偶者ノ血親）

第 9条

家係指於同一家産下営生計之同宗親属団体而言。

（家トハ同一ノ家産ノ下ニ生計ヲ営ム同宗ノ親属団体ヲ謂フ。）

第 ６５ 条

同家者除家長外均為家族。

（家ヲ同ジクスル者ハ家長ノ外ハ総テ之ヲ家族トス。）

称同一之姓与家長或家族営終身之共同生活者雖非親属亦視為家族。

（同一ノ姓ヲ称へ家長又ハ家族ト終身ノ共同生活ヲ営ム者ハ親属ニ非ザル者ト雖モ之ヲ

家族ト看做ス。）

　第 ６条では親属の範囲を規定しているが妾は含まれておらず，姻親の範囲を

規定する第 ９条においても妾の文言はない。しかし，第 ６５ 条第 ７項の規定に

依ると，妾は親属の扱いは受けずとも，同居し共同生活を営む生活を送ってい

れば家族の一員と見做されることになる。同条につき類似している条項として

は，６9８５ 年 ６７ 月に公布され，翌年 5月に施行された中華民国民法典での規定

がある。親属継承法の立法過程で作成された草案での文言と併せて比較してみ

ると，次の通りである。
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【中国・満洲の法文比較】

・家族の範囲に関する条文

中華民国民法典【６9８５

年公布】

『親属継承法　親属編

試 案（千 種）』（康 徳

一〇，一，三〇作成　康

徳一〇，二印刷）【６9９８

年】

『親属継承法案（文語

体）』（康徳一一，四，五，

整理　康徳一一，四，

五，印刷）【６9９９ 年】

『親属継承法案』（康徳

一一年九月整理）【６9９９

年】

親属継承法【６9９5 年公

布】

第 ６６７８ 条

家置家長。

（家には家長を置く。）

同家之人除家長外均為

家属。

（家を同じくする人は

家長を除く外は均しく

家属とする。）

雖非親属而以永久共同

生活為目的同居一家者

視為家属。

（親属ではない者でも

永久に共同生活をする

目的で一つの家に同居

する者は家属と見做

す。）

第 9条

家ニハ家長ヲ置ク。

家ヲ同ジウスル者ハ家

長ヲ除ク外総テ家族ト

ス。

同一ノ姓ヲ称ヘ生計ヲ

同ジウスル者ハ親属デ

ナイ者モ家族ト看做ス。

備考

妾ニツキ更ニ適当ナ言

葉ヲ考慮スルコト。

第 ６５ 条

家ヲ同ジクスル者ハ家

長ノ外ハ総テ家族トス。

同一ノ姓ヲ称ヘ家長又

ハ家族ト終身ノ共同生

活ヲ営ム者ハ親属ニア

ラザル者モ家族ト看做

ス。

第 ６５ 条

家ヲ同ジクスル者ハ家

長ノ外ハ総テ之ヲ家族

トス。

同一ノ姓ヲ称ヘ家長又

ハ家族ト終身ノ共同生

活ヲ営ム者ハ親属ニ非

ザル者ト雖モ之ヲ家族

ト看做ス。

第 ６５ 条

同家者除家長外均為家

族。

（家ヲ同ジクスル者ハ

家長ノ外ハ総テ之ヲ家

族トス。）

称同一之姓与家長或家

族営終身之共同生活者

雖非親属亦視為家族。

（同一ノ姓ヲ称へ家長

又ハ家族ト終身ノ共同

生活ヲ営ム者ハ親属ニ

非ザル者ト雖モ之ヲ家

族ト看做ス。）
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　６9９８ 年 ６ 月 ８５ 日に作成された千種による親属編の試案では，「妾ニツキ更

ニ適当ナ言葉ヲ考慮スルコト。」ン₃₆︶と，備考が記されていることから妾の件に

つき起草段階より配慮されていたことが示されている。注目されるのが，親属

継承法第 ６５ 条第 ７項での家族の範囲を規定している条項は，中華民国民法典

第 ６６７８ 条の「雖非親属而以永久共同生活為目的同居一家者視為家属。」（親属

ではない者でも永久に共同生活をする目的で一つの家に同居する者は家属と見做す。）

との文言に相似している点であり，草案が編まれる過程で親属継承法の文言へ

と形作られていることが見て取れる。このように一夫一婦制を建前としつつも，

法文の解釈上では夫が妾を有することが暗黙の了解で認められ得ることになっ

ていることにつき，千種も中華民国民法典での条項を挙げた上で，満洲でも法

的に妾に間接的な保護を与えるための規定を設けた旨を記しているン₃₇︶。

　親属継承法にて妾が家族と見做されることにより，どのような法的効果が得

られたのだろうか。妾自身に大きく関わり得る規定として，次のものが挙げら

れる。

第 ６58 条

左列之人間須相互扶養。

（次ニ掲グル者ノ間ニ於テハ互ニ扶養スルコトヲ要ス。）

一　直系血親

（６　直系血親）

二　夫妻之一方与同生計之他方直系血親

（７　夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系血親ニシテ生計ヲ同ジクスル者）

三　兄弟姉妹

（８　兄弟姉妹）

四　家長与家族

（９　家長ト家族）
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五　家族

（5　家族）

　即ち，妾は家族に見做されることにより，親属継承法第 ６58 条の規定に基づ

き扶養される範囲に含まれ，間接的な保護がもたらされることになるン₃約︶。

　さらに，家産継承の効力という観点からは，親属継承法での下記の規定が重

要な意味合いを持つ。

第 ６9５ 条

家産継承人須対被継承人之養子由継承財産中為相当之分配。

（家産継承人ハ被継承人ノ養子ニ対シ継承財産中ヨリ相当ノ分配ヲ為スコトヲ要ス。）

前項分配斟酌継承財産状態，養子由被継承人所受之贈与及其他一切情事定之。

（前項ノ分配ハ継承財産ノ状態，養子ガ被継承人ヨリ受ケタル贈与其ノ他一切ノ事情ヲ

斟酌シテ之ヲ定ム。）

前二項規定於与被継承人居於第十条第二項之関係者準用之。

（前二項ノ規定ハ被継承人ト第十条第二項ノ関係ニ在ル者ノ為ニ之ヲ準用ス。）

　妾の継承については，要綱で「被継承人ノ妾ニハ継承権ヲ認メナイコト，但

シ被継承人ノ生前ニ受ケタ扶養ノ程度，被継承人カラ贈与ヲ受ケタ財産ソノ他

一切ノ事情ヲ斟酌シテ相当額ヲ給与スベキモノトスルコト」と決し，妾を保護

するためにある程度の財産給与を受けることを認める権利が与えられた旨が示

されているン₃₉︶。これを踏まえ，親属継承法第 ６9５ 条の内容を確認すると，ここ

でも妾の文言は表れてこないものの，同条第 ８項にて妾が家族の範囲に含めら

れ得る規定が準用されることにより，継承財産の状態や贈与その他の事情に基

づき，妾に家産の分配を受ける権利が認められることになるン₄₀︶。満洲にて妾を

間接的に保護するために置かれた規定の一つとして，注目されるものであろう。
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（ 3）重婚の禁止規定と裁判上の離婚事由

　続いて，重婚禁止の条項及び裁判上の離婚事由の規定について見てゆく。

第 55 条

有配偶者不得重為結婚。

（配偶者アル者ハ重ネテ結婚スルコトヲ得ズ。）

　重婚禁止の規定が置かれているがン₄₁︶，刑法上妾との関係では重婚罪の成立が

否定されたのと同様に，親属継承法の下でも「本案因取一夫一妻制之婚姻，所

謂配偶自不含妾在内。」と，一夫一婦制の婚姻が採用されており所謂配偶者に

妾は含まれない，との見解が附されており，妾との関係は婚姻関係とは見做さ

れることはなかったン₄₂︶。

　さらに，裁判上の離婚事由をめぐっては，次の条文が置かれたン₄₃︶。

第 78 条

夫妻之一方限於左列情形得向法院請求離婚。

（夫婦ノ一方ハ次ノ場合ニ限リ離婚ヲ法院ニ請求スルコトヲ得。）

一　妻有不貞之行為時

（６　妻ニ不貞ノ行為アリタルトキ）

二　夫之行止甚係不検時

（７　夫ガ著シク不行跡ナルトキ）

三　受配偶或其直系尊属甚不当之待遇時

（８　配偶者又ハ其ノ直系尊属ヨリ著シク不当ナル待遇ヲ受ケタルトキ）

四　自己之直系尊属受配偶甚不当之待遇時

（９　自己ノ直系尊属ガ配偶者ヨリ著シク不当ナル待遇ヲ受ケタルトキ）
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五　配偶三年以上生死不明時

（5　配偶者ノ生死ガ三年以上明ナラザルトキ）

六　其他有難継続婚姻之重大事由時

（6　其ノ他婚姻ヲ継続シ難キ重大ナル事由アルトキ）

　要綱においては，「裁判上ノ離婚原因ニツイテ日本民法改正案ト略同様ノ規

定ヲ設ケルコト」と決定されているン₄₄︶。ここで言うところの日本民法改正案と

は，６9８9 年 7 月に整理された人事法案のことであるが，同改正案で規定され

ていた裁判上の離婚事由は，次の通りであった。

第 89 条

夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離婚ヲ家事審判所ニ請求スルコトヲ得。

一　妻ニ不貞ノ行為アリタルトキ

二　夫ガ著シク不行跡ナルトキ

三　配偶者又ハ其ノ直系尊属ヨリ著シク不当ナル待遇ヲ受ケタルトキ

四　自己ノ直系尊属ガ配偶者ヨリ著シク不当ナル待遇ヲ受ケタルトキ

五　配偶者ノ生死ガ三年以上分明ナラザルトキ

六　其ノ他婚姻ヲ継続シ難キ重大ナル事由存スルトキ

　ここでの規定内容を比較すると，日本の人事法案の規定が，そのまま満洲で

の親属継承法の条文に反映されていることが見て取れる。重要な点として，日

本及び満洲では共に夫婦間の離婚事由につき，第 ６号と第 ７号で異なっている

ことが挙げられる。この規定により，妻が夫以外の男性と通じた場合は夫側の

離婚提起事由となるが，夫は妻以外の女性と関係を有したとしてもそのことを

理由として妻は離婚を提起することが出来ないこととなりン₄₅︶，夫が妾を有する

ことが暗に認められる法文となっていることが分かる。
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　日本・中国・満州での夫婦間の離婚事由をめぐる法文を改めて比較整理をす

ると，次のようになる。
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【日本・中国・満洲の法文比較】

・民法典－夫婦間の離婚事由規定

日本（明治民法）：６898 年 中国：６9８５ 年 日本（人事法案）：６9８9 年 満洲：６9９5 年

第 8６８ 条

夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ

離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得。

一　 配偶者カ重婚ヲ為シタル

トキ

二　 妻カ姦通ヲ為シタルトキ

三　 夫カ姦淫罪ニ因リテ刑ニ

処セラレタルトキ

四　 配偶者カ偽造，賄賂，猥

第 ６５5７ 条

夫婦之一方以他方有左列情形

之一者為限得向法院請求離婚。

（夫婦の一方は，相手方に左

記の事情に該当するものがあ

るときには法院に対して離婚

を請求することができる。）

一， 重婚者

（１ ，重婚をしたとき）

二，与人通姦者

（２ ，人と姦通したとき）

三， 夫婦之一方受他方不堪同

居之虐待者

（３ ，夫婦の一方が相手方よ

り同居に堪えざる虐待を

受けたとき）

四， 妻対於夫之直系尊親属為

第 89 条

夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ

離婚ヲ家事審判所ニ請求スル

コトヲ得。

一　 妻ニ不貞ノ行為アリタル

トキ

二　 夫ガ著シク不行跡ナルト

キ

三　 配偶者又ハ其ノ直系尊属

ヨリ著シク不当ナル待遇

ヲ受ケタルトキ

四　 自己ノ直系尊属ガ配偶者

第 78 条

夫妻之一方限於左列情形得向

法院請求離婚。

（夫婦ノ一方ハ次ノ場合ニ限

リ離婚ヲ法院ニ請求スルコト

ヲ得。）

一　 妻有不貞之行為時

（１ 　妻ニ不貞ノ行為アリタ

ルトキ）

二　 夫之行止甚係不検時

（２ 　夫ガ著シク不行跡ナル

トキ）

三　 受配偶或其直系尊属甚不

当之待遇時

（３ 　配偶者又ハ其ノ直系尊

属ヨリ著シク不当ナル待

遇ヲ受ケタルトキ）

四　 自己之直系尊属受配偶甚
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褻，窃盗，強盗，詐欺取罪，

受寄財物費消，贓物ニ関

スル罪若クハ刑法第

百七十五条，第二百六十

条ニ掲ケタル罪ニ因リテ

軽罪以上ノ刑ニ処セラレ

又ハ其他ノ罪ニ因リテ重

禁錮三年以上ノ刑ニ処セ

ラレタルトキ

五　 配偶者ヨリ同居ニ堪ヘサ

ルノ虐待又ハ重大ナル侮

辱ヲ受ケタルトキ

六　 配偶者ヨリ悪意ヲ以テ遺

棄セラレタルトキ

七　 配偶者ノ直系尊属ヨリ虐

待又ハ重大ナル侮辱ヲ受

ケタルトキ

八　 配偶者カ自己ノ直系尊属

虐待或受夫之直系尊親属

之虐待到不堪為共同生活

者

（４ ，妻が夫の直系尊親属に

対し虐待したとき，或い

は夫の直系尊親属より虐

待を受け共同生活に堪え

ざるとき）

五， 夫婦之一方以悪意遺棄他

方在継続状態中者

（５ ，夫婦の一方が悪意を以

て相手方を遺棄する継続

状態にあるとき）

六， 夫婦之一方意図殺害他方

者

（６ ，夫婦の一方が相手方の

殺害を意図したとき）

七， 有不治之悪疾者

（７ ，不治の悪疾があるとき）

八， 有重大不治之精神病者

ヨリ著シク不当ナル待遇

ヲ受ケタルトキ

五　 配偶者ノ生死ガ三年以上

分明ナラザルトキ

六　 其ノ他婚姻ヲ継続シ難キ

重大ナル事由存スルトキ

不当之待遇時

（４ 　自己ノ直系尊属ガ配偶

者ヨリ著シク不当ナル待

遇ヲ受ケタルトキ）

五　 配偶三年以上生死不明時

（５ 　配偶者ノ生死ガ三年以

上明ナラザルトキ）

六　 其他有難継続婚姻之重大

事由時

（６ 　其ノ他婚姻ヲ継続シ難

キ重大ナル事由アルトキ）
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ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ

之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘ

タルトキ

九　 配偶者ノ生死カ三年以上

分明ナラサルトキ

十　 婿養子縁組ノ場合ニ於テ

離縁アリタルトキ又ハ養

子カ家女ト婚姻ヲ為シタ

ル場合ニ於テ離縁若クハ

縁組ノ取消アリタルトキ

（８ ，重大な不治の精神病が

あるとき）

九，生死不明已逾三年者

（９ ，生死が ８年以上明らか

でないとき）

十， 被処三年以上之徒刑或因

犯不名誉之罪被処徒刑者

（６５ ，８年以上の徒刑に処せ

られたとき，或いは不名

誉の罪を犯したことによ

り徒刑に処せられたとき）
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　まず，６9８５ 年中華民国民法典での夫婦間の離婚事由を見ると，第 ６５5７ 条に

規定された文言では「与人通姦者」（人と姦通したとき）と，夫婦平等に姦通を

理由として相手方に対する離婚請求が出来る規定が置かれていた。中国での民

法草案における夫婦間での離婚事由規定の内，姦通をめぐる規定の変遷を見る

と，６9６６ 年の大清民律草案では「妻与人通姦者」（妻が人と姦通したとき），「夫

因姦非罪被処刑者」（夫が姦非罪に因って，刑に処せられたとき）と，夫婦間で明

確に区分されていたが，６9７8 年の親属法草案では「犯姦」（姦通を犯したとき）と，

夫婦間の差が排され，最終的に ６9８５ 年の法典では男女平等原則に基づく離婚

事由の規定方法が継承された。

　他方，日本では姦通に関する夫婦間の離婚事由の取扱われ方を見ると，明治

初期の草案では，熊野敏三らによる『民法草案人事編理由書』では「姦通又ハ

太甚シキ不行跡」と夫婦平等の規定が設けられていたが，６89５ 年の旧民法で

は「姦通但夫ノ姦通ハ刑ニ処セラレタル場合ニ限ル」と夫婦間で区別され，最

終的には明治民法の第 8６８ 条で規定されたように夫婦間での差がより顕著なも

のとなっていった。その後，当該条項につき各方面より批判的な見解が寄せら

れていったが，６9７7 年 ６７ 月に臨時法制審議会が議決答申した民法改正要綱で

は，「妻ニ不貞ノ行為アリタルトキ。」，「夫ガ著シク不行跡ナルトキ。」と定め

るように提議され，夫婦間での差は是正されることはなかった。

　こうした各国での法文を比較すると，中国では夫婦間の離婚事由が平等に規

定されたことにより，妾を有する夫に対し妻が離婚を請求することが可能と

なっているが，妾を家属構成員として含め得る条項が盛り込まれたことにより，

夫が妻以外の女性を妾として関係を有することが容認される体制が取られてい

た。日本では，姦通に関する夫婦間の離婚事由は差が設けられたことにより，

条文の解釈として夫が妾と関係を有したとしても，直ちにそれを以って妻側の

離婚請求の事由とはならず，暗に夫の蓄妾行為が認められる状況が構築された

ことが窺える。満洲の親属継承法では，まず中華民国民法典と同様に妾を家族
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の一員と見做し得る規定が設けられたこと，さらに夫婦間の離婚事由をめぐる

規定では日本と同様に姦通の処罰規定が夫と妻とでは差異が設けられたことに

より，法文の上では夫の納妾行為が暗に容認されていることとなっている。即

ち，満洲においては，立法者は「妾」の文字を法典内にて使用しないように注

意を払いつつも，中国・日本両国で一夫一婦容妾制が認められ得る根拠となっ

ている条文が重ねて盛り込まれたことにより，両国よりもさらに積極的に妾の

存在が認められるように保護がなされたとも言えよう。

結

　刑法や親属継承法で置かれていた法文の解釈に依ると，満洲では妾は明文上

廃止されておらず，暗に容認する形式が取られていたことが明らかとなるが，

これは実務の場でも見られるものであった。満洲において ６9９５ 年 8 月に公布，

同年 ６５ 月に施行された暫行民籍法ン₄₆︶では，民籍の記載事項は次の通りに定め

られていた。

第 ７５ 条

民籍須記載左列事項。

（民籍ニハ左ノ事項を記載スルコトヲ要ス。）

一　戸長，前戸長及戸員之姓名

（６　戸長，前戸長及戸員ノ氏名）

二　戸長之本籍，住所及籍貫

（７　戸長ノ本籍，住所及出身地）

三　戸長及戸員之種族別

（８　戸長及戸員ノ種族ノ別）

四　戸長及戸員出生之年月日
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（９　戸長及戸員ノ出生ノ年月日）

五　戸長来満之年月日

（5　戸長ノ来満ノ年月日）

六　戸長来往於住所地之年月日

（6　戸長ガ住所地ニ来往シタル年月日）

七　為戸長或戸員之事由及年月日

（7　戸長又ハ戸員ト為リタル事由及年月日）

八　戸長及戸員之生父母之姓名並戸長及戸員与生父母之関係

（8　戸長及戸員ノ実父母ノ氏名並ニ戸長及戸員ト実父母トノ続柄）

九　戸長或戸員係養子時其養父母及生父母之姓名並養子与養父母及生父母之関係

（9　 戸長又ハ戸員ガ養子ナルトキハ其ノ養父母及実父母ノ氏名並ニ養子ト養父母及実

父母トノ続柄）

十　戸長与前戸長及戸員之関係

（６５　戸長ト前戸長及戸員トノ続柄）

十一　 由他戸入為戸長或戸員者其原籍，原籍之戸長之姓名及其戸長与為戸長或

戸員者之関係

（６６　 他戸ヨリ入リテ戸長又ハ戸員ト為リタル者ニ付テハ其ノ原籍，原籍ノ戸長ノ氏名

及其ノ戸長ト戸長又ハ戸員ト為リタル者トノ続柄）

十二　戸長非家長之戸其家長之姓名及本籍並家長与其戸長及戸員之関係

（６７　 戸長ガ家長ニ非ザル戸ニ付テハ家長ノ氏名及本籍並ニ家長ト其ノ戸長及戸員トノ

続柄）

十三　有監護人者其監護人之姓名及本籍並其就職及任務終了之年月日

（６８　後見人アル者ニ付テハ後見人ノ氏名及本籍並ニ其ノ就職及任務終了ノ年月日）

十四　除前列各款外関於戸長或戸員之身分事項

（６９　前各号ノ外戸長又ハ戸員ノ身分ニ関スル事項）
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　この民籍法に対して「妾之称呼於与戸長之関係欄応記載妾否。」（妾ノ称呼ハ

戸長トノ続柄欄ニ妾ト記載スベキヤ。）との質疑がなされた際に，「如貴見。」（貴見

ノ通リ。）という解答がなされているン₄₇︶。さらに，「妾ノ入籍ニ際シテハ家族ト

看做サレタル以上夫（妾ノ関係ヲ結ブ者）ノ姓ヲ冠スルヲ原則ト解スベキヤ如何。」

との問いに対し，「貴見ノ通。」と解答されているところからもン₄約︶，妾を家族の

一員として捉え，これに保護を与える形式が取られていたことが分かるン₄₉︶。

　広義の東アジアにおける一夫一婦容妾制の体制を改めて見るならば，日本・

中国・タイでは独立国としての立場を保持しながら近代法の継受を行った国々

で形成されたが，この体制は植民地支配を受け特殊な法領域にあった満洲にも

伝播していたことが分かる。即ち，満洲においても公布された法律の条文には

妾を明文化することはなかったものの，夫が正式な配偶者として娶った妻以外

に，妾と関係を有することを可能とした点から見て取れる。但し，一夫一婦容

妾制の立法状況を比較すると，各国での相似点及び相違点が浮彫りとなる。

　日本及び中国では共に一夫一婦容妾制が形成されたが，妾を容認するために

取られた法文での対応を見るならば，差異が見受けられる。刑法上の姦通罪の

規定をめぐる動きで言うと，日本では姦通罪は「有夫ノ婦」のみを処罰するこ

とになっていたため，夫が例え妾を有していたとしても処罰されることは無

かった。中国では ６9７8 年刑法では夫は処罰されることは無かったが，６9８5 年

刑法では夫婦平等に姦通を処罰するように法文が改められたことにより，夫が

妾を有した場合処罰され得ることとなったン₅₀︶。民法上の姦通をめぐる夫婦間の

離婚事由を見ると，日本では夫婦間で差が設けられ，妻が姦通を犯した場合は

夫の離婚事由となるのに対し，妻の方は夫が姦淫罪で刑に処せられない限り離

婚を提起出来ないこととなり，暗に夫が妾を有することが可能となっていた。

対する中国では，夫婦間の離婚事由が平等に規定されたため，夫の蓄妾行為が

妻の離婚提起事由となったものの，同じ家に同居して永久に共同生活をしてい

る者は家属の一員と見做される規定が置かれたことにより，依然として夫が妾
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を有することを可能とした。

　こうした日中比較での一夫一婦容妾制の根拠となる法文の相違点を踏まえた

上で，満洲における一夫一婦容妾制を改めて見るならば，日本及び中国の影響

が窺えるのが興味深い現象として注目される。つまり，日本でも満洲でも，刑

法典では姦通罪の適用を夫から排除する男女不平等の規定が置かれ，民事上の

問題となる裁判上の離婚事由は夫婦間で差が設けられる体裁が取られた。その

ため，刑法の姦通罪や親属継承法の夫婦間の離婚事由をめぐる日・満の規定を

比較すると，満洲の刑法や親属継承法内には日本刑法や日本の人事法案の規定

とほぼ同様の条文が設けられていたことが分かる。他方，親属継承法にて妾を

親属には含めずに家族の一員と見做す規定を置くことで，妾自身を扶養の対象

に含め，さらに家産の分配の観点からも一定程度の保護を与えた点は，中国で

の規定に倣ったものである。このような満洲における一夫一婦容妾制形成の背

景には，その要因として満洲では数多くの日本人法学者が立法に関わったこ

とン₅₁︶，さらに千種を中心として親属継承法の立法者が積極的に現地における慣

習調査を行い法文に反映させたこと，さらに ６9８５ 年中華民国民法の規定を参

照した結果として日本や中国の一夫一婦容妾制とは相違する部分も生じたと考

えられる。東アジアにおける民法典編纂史を概観すると，満洲民法は日本民法

と中華民国民法双方の影響を受けたものとして描かれているがン₅₂︶，妾をめぐる

立法作業でもその過程が垣間見える。

　満洲における妾に関連する判例を見ると，妾の遺産請求権について認めてこ

れを保護する事例が見られる（康徳 ９年結第 ６99 号（康徳 ９年（６9８7 年）7月 ６7日

民事第 ６庭判決発回））ン₅₃︶。こうした妾を容認し保護する実態につき，判例を題材

として検討を行う必要があると考えるが，詳細については他日に期したい。また，

東アジアで西洋諸外国からの植民地支配を経験した地域における近代法継受の

過程では，一夫一婦制との兼ね合いから，婚姻や夫婦関係の法的問題について

の慣習調査を行い，その調査報告もなされているン₅₄︶。こうした観点からは，近
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代東アジアにおける妾の法的問題を総合的に見るために，日本の統治下におけ

る台湾・朝鮮半島・満洲で行われた慣習調査との比較も要するが，この点につ

いてのさらなる検討は今後の課題として考察を進めてゆくこととしたい。

註

（ ６）　拙稿「近代中国における妾の法的諸問題をめぐる考察」『東洋文化研究所紀要』

第 ６66 册，７５６９ 年，６8９（６５６）–６８6（６９9）頁。拙稿「法文及びディカー裁判所の

判決から見た近代タイにおける妾の法的諸問題をめぐる考察」『東洋文化研究』

第 ６7 号，７５６5 年，5８–8６ 頁。拙稿「近代日本における妾の法的諸問題をめぐる

考察（一）・（二・完）」『法学研究』第 ６５７ 号及び第 ６５８ 号，７５６7 年，79–６７5 頁及

び ６75–７５8 頁。

（ ７）　千種は，東亜法秩序の建設という観点から，立法に際しては満洲のみならず台

湾や朝鮮半島等，広範な地域に亘り重大かつ共通する問題があることを指摘して

いる。千種達夫「東亜法秩序の建設について－親族相続法の立法を中心として（二・

完）」『法律時報』第 ６９ 巻第 ７号，６9９７ 年，58–6６ 頁。千種達夫『東亜法秩序の

建設とその立法』（日本法理叢書第 ７7 輯）日本法理研究会，６9９８ 年，８6–９6 頁。

（ ８）　満洲の法制度や各法分野を概説した主要なものとしては，当時次のような書籍

が出版されている。尾上正男『満州国基本法大綱』郁文社，６9９５ 年。長谷鎮広『満

洲帝国主要法令解説』清水書店，６9９５ 年。柚木馨『満洲国民法総論』有斐閣，

６9９５ 年。高橋貞三『満洲国行政法』満州書籍配給，６9９６ 年。市之瀬渉『満州国

刑事訴訟法大綱』東亜書房，６9９６ 年。市之瀬渉『満洲国刑法大要』東亜書房，

６9９６ 年。角村克己『註釈満洲会社法』有斐閣，６9９８ 年。高橋貞三『満洲国基本法』

有斐閣，６9９８ 年。

　　　近年では，次のものが発表されている。小口彦太「満州国民法典の編纂と我妻

栄」池田温・劉俊文編『法律制度』（日中文化交流史叢書第 ７巻）大修館書店，６997 年，

８７5–８6５ 頁。宮川基「満洲国刑法の研究」『東北学院法学』第 66 号，７５５7 年，

8６–６８8 頁。小野博司「満州国の行政救済法制の性格に関する一試論－ ６9８7（康徳

９）年訴願手続法を中心に－」『神戸法学雑誌』第 6９ 巻第 ６号，７５６９ 年，６7–7５ 頁。

高見澤磨「我妻栄の中華民国民法典註解と満州国民法への言及－「新発見」資料

の紹介を中心に」『名古屋大学法政論集』第 ７55 号，７５６９ 年，６8８–６98 頁。

　　　中国語文献としては，主に以下の研究がある。孟詳沛「偽満洲国民法典若干問

題研究」『社会科学』７５５8 年第 ６７ 期，88–9８ 頁。吴旅燕・張闖・王坤著『偽満洲

国法制研究』（上海政法学院学術文庫－行政法学叢書）中国政法大学出版社，７５６８ 年。
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鍾放『偽満洲国的法治幻象』（東北師範大学日本研究叢書）商務印書館，７５６5 年。

　　　英語文献としては，次のものが挙げられる。Thomas David DuBois, っRule of 

Law in a Brave New Empire: Legal Rhetoric and Practice in Manchukuo”, Law and 

History Review, Vol. ７6, No. ７, ７５５8, pp. ７85-８６7. Thomas David DuBois, っInauthentic 

Sovereignty: Law and Legal Institutions in Manchukuo”, The Journal of Asian Studies, 

Vol. 69, No. ８, ７５６５, pp. 7９9-77５.

（ ９）　ここで当時表記されていた「親属」が「親族」と同種の用語であると見做す見

解と，両者の間には明確に区別がなされていたとする見解があり，議論の余地が

あるところでもある。大塚勝美『中国家族法論　歴史と現状』御茶の水書房，

６985 年，６56–６58 頁。

　　　本稿においては便宜上当時の表記に従い，翻訳箇所も原文に倣うこととし，引

用箇所を除き原則として「親属」の表記を用いる。

（ 5）　引用に際しては，主に「政府公報」（李茂杰主編『偽満洲国政府公報全編』綫装書局，

７５５9 年（影印本））を利用したが，他にも，国務院法制局編纂『満洲国法令輯覧』

満洲行政学会，６9８９–６9９５ 年，及び，大同印書館編輯部編『満洲帝国現行法令類纂』

大同印書館，６9９６ 年，も適宜参照した。

（ 6）　泉二は審核に就任後，６9８5 年 8 月及び ６9８6 年 8 月の ７回に亘り渡満し，旅順・

大連・新京・奉天・吉林・ハルビン・熱河等を訪れ，現地の状況を視察した上で

刑法草案の審議に参加している。城富次「満洲国司法部審核時代」岩切登編『泉

二新熊伝』泉二新熊伝編纂会，６955 年，８6８–８65 頁。

（ 7）　この条文は，刑法典立法の際の「従来の家族制度的醇風美俗は努めて之を維持

助長せしむる方針」に倣い，「親族間の情義孝道等に深く意を用ふる所があつた。」

ものとして，特徴的な規定の一つとして挙げられている。飯塚敏夫「満洲国新刑

法典の公布に際して（下）」『法律新聞』第 ９５8９ 号，６9８7 年，９頁。飯塚敏夫「新

刑法典の公布に際して」『日本法学』第 ８巻第 ８号，６9８7 年，7７ 頁。安平政吉「満

洲国の新刑法に就いて」『台法月報』第 ８６ 巻第 ７号，６9８7 年，5９ 頁。

（ 8）　夫婦共に姦通を理由として平等に処罰される規定を有していた刑法典として，

６87７ 年ドイツ刑法や ６878 年ハンガリー刑法がある。ドイツ刑法は第 ６7７ 条第 ６

項にて「姦通ニ因リ離婚セラレタル配偶者及ヒ其相姦者ハ六月以下ノ禁錮ニ処

ス」，ハンガリー刑法では第 ７９6 条第 ６項にて「姦通罪ニ付テハ確定判決ヲ以テ

夫婦ノ離婚又ハ別居ヲ言渡シタルトキニ於テ刑ノ最高点トシテ犯人ヲ三月ノ禁錮

ニ処ス可シ」との規定が設けられていた（前者の法文は，法律日日社編『独伊対照日

本新旧刑法』鍾美堂書店，６9５8 年を，後者はマルチネー，ダレスト共訳，植村彦八重訳『匈

牙利刑法』司法省，６89７ 年を参照した）。ロシア刑法でも第 ６585 条において姦通を夫

婦平等に処罰していた（アニシモーフ著，寺田実訳『魯西亜刑法』司法省，６88７ 年）。
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　　　一方で，夫婦間で差が設けられていた国の法文としては，フランス刑法，イタ

リア刑法，ベルギー刑法等があった。フランス刑法では第 ８８7 条第 ６項で「姦通

ノ証アル婦ハ三月ヨリ少カラス二年ヨリ多カラサル時間禁錮ノ刑ニ処セラル可

シ」，イタリア刑法では第 ８5８ 条で「姦通ヲ為シタル婦ハ三月以上三十月以下ノ

禁獄ニ処ス」，ベルギー刑法では第 ８87 条第 ６項で「凡ソ姦婦罪ニ伏スル者ハ三

月ヨリ二年マテノ獄ニ処ス可シ」，とそれぞれ規定され，基本的には婦女を処罰

対象としていた。その反面，各国の法典では夫が妻以外に妾を蓄えた場合の処罰

規定も盛り込まれていた。例えば，フランス刑法第 ８８9 条は「夫ノ其家ニ娼婦ヲ

蓄ヒ置キ其婦ノ訴訟ニ因テ其罪ノ証ノ発覚シタル時ハ其夫百「フランク」ヨリ少

カラス二千「フランク」ヨリ多カラサル罰金ノ言渡ヲ受ク可シ」，イタリア刑法

第 ８5９ 条第 ６項は「夫其婦ト共住スル家屋内又ハ顯ハニ他所ニ妾ヲ蓄フルトキハ

三月以上三十月以下ノ禁獄ニ処シ且其処刑ノ結果トシテ夫権ヲ失ハシム」，ベル

ギー刑法第 ８89 条第 ６項は「凡ソ夫其家ニ外婦ヲ蓄フル罪ニ伏スル者ハ一月ヨリ

一年マテノ獄ニ処ス可シ」，との規定が置かれていた（それぞれの法文は，『各国刑法

類纂』司法省，６879 年や上記『独伊対照日本新旧刑法』，及び今村和郎訳『白耳義刑法　完』

司法省，６88７ 年に依る）。

（ 9）　当初，６9８９ 年 ６６ 月 ６ 日に行われた立法院の三読会における審議の結果，姦通

罪は「有夫之婦与人通姦者，処一年以下有期徒刑。其相姦者，亦同。」（有夫の婦

で人と姦通した者は，６年以下の有期徒刑に処する。その相姦者も亦同じ。）との規定が置

かれることに決した。これは ６9７8 年刑法の規定と比較すると，刑期は短縮され

ていたものの，処罰対象は依然として婦女のみとなっていた。この点につき，多

くの婦女団体が非難する声明を発表，姦通罪を男女平等に処罰することを求める

活動を行い，最終的に同年 ６６ 月 ７9 日開催の立法院第 8９ 次例会にて再議され，

男女平等に姦通罪を適用し処罰する規定が置かれることとなった。

（６５）　満洲刑法に関する概説書の中では，姦通罪の立法例を紹介する際に，「６. 法律

上不認通姦罪者（例如英国）７. 関於通姦罪夫婦平等者，（－例如中華徳奥）８. 関於夫

之通姦，止於特別情形，例如使妾与妻同居者是，（例如法国）９. 只処罰妻之通姦者，

（例如満日）」と区分し，姦通の処罰対象を女性のみとする極端な不平等主義を採

用しているのは満洲及び日本の刑法であることが示されている。程光銘『満洲刑

法分則講義』福文洪印書局，６9８7 年，7６–7８ 頁。

（６６）　前掲（註３）市之瀬『満洲国刑法大要』７8６ 頁。

（６７）　概説書でも，姦通罪の主体の一方は有夫の婦，即ち婚姻継続中の妻でなければ

ならず，婚姻外の妾媵や寡婦は主体とならないことが記されている。前掲（註３）

市之瀬『満洲国刑法大要』７8７ 頁。

（６８）　飯塚敏夫「満洲の犯罪と其の特異性」『法律時報』第 ６６ 巻第 6号，６9８9 年，
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９８–９９ 頁。

（６９）　民事司第三科「民籍質疑「解答」事項（二）」『法曹雑誌』第 8巻第 ９号，６9９６ 年，

58７ 頁。

（６5）　東京大学東洋文化研究所図書室に所蔵されている「満洲国民法起草大綱」（６9８6

年 ８ 月 ７8 日印刷）によると，当初は ６9８7 年 ６７ 月末までに総則・物権・債権の各

編の法案を確定する計画であった。

（６6）　６9８8 年の初めに親属編・継承編が制定される予定であったとされる。「満洲国

民法公布」『満洲評論』第 ６７ 巻第 ７９ 号，６9８7 年，７７ 頁。

　　　尚，中華民国民法が援用されていた当時，満洲における婚姻法を慣習の観点か

ら検討したものとして，瀬下清明「満洲国婚姻法」台北比較法学会編『比較婚姻

法　第一部－婚姻の成立－』岩波書店，６9８7 年，99–６6８ 頁，がある。

（６7）　親属継承法を単行法とする旨については，早稲田大学図書館所蔵の千種達夫文

書，『親属継承法編纂方針案』（康徳八，四，三）・『親属継承法（親族相続法）編纂方針

ノ説明』（康徳九，一，三一印刷）（何れも『康徳六年起　親族相続立法資料』所収）

にて記されている。

　　　その理由につき，司法部は「日本の親族相続法の改正案も仮りに単行法とする

ことにして人事法と称していますが，満洲では日本におけるよりも一層単行法と

する必要がある訳です。即ち民法の他の部分と適用を受ける民族の範囲が異なる

のみならず，法文に道義的色彩を多く取入れるため次に説明するやうに文章は通

俗平易を旨とし，日文は口語体によりたい考へですが，これは法文の体裁も民法

の他の部分と異なるからであります。」と説明している。千種達夫文書，司法部「親

属継承法とは何か（一）－その立法方針と要綱－」『旬報　9８』６9９７ 年，６5 頁。

（６8）　委員会は ８部に分けられており，第 ６部が親属継承法，第 ７部が民籍法・人事

訴訟法，第 ８部が破産法・和議法を担当することとなった。『康徳八年版・昭和

十六年版　満洲国現勢』満洲国通信社，６9９６ 年，６７5 頁。

（６9）　親属継承法要綱については，千種達夫「満洲国親属継承法の立法方針と要綱」『早

稲田法学』第 ７６ 巻，６9９７ 年，及び千種達夫『満洲親族相続法の要綱』（日本法理

叢書第 ７6 輯）日本法理研究会，６9９８ 年に収録されている。また，柚木馨『満洲民

法読本』満洲有斐閣，６9９７ 年，にも附録として載録されている。

（７５）　千種達夫「親族相続法立案上の諸問題」『法律時報』第 ６６ 巻第 6号，６9８9 年，

７６–７6 頁。前掲（註 ７）千種「東亜法秩序の建設について－親族相続法の立法を中

心として（二・完）」58–6６ 頁。

（７６）　国民政府法制局擬「親属法草案之説明」『法律評論』第 ７6９ 期（第 6巻第 ９号），

６9７8 年，７９–８８ 頁。

　　　尚，和訳されたものは前掲（註 ７５）千種「親族相続法立案上の諸問題」７９ 頁に
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も記されている。

（７７）　『満洲国現勢』によると，調査のために新京法政大学・大同学院・建国大学・

吉林師道高等学校・札蘭屯師道学校・王爺廟興安学校の各学生を動員した，と記

されている。前掲（註 ６8）『康徳八年版・昭和十六年版　満洲国現勢』６７5 頁。

（７８）　満洲国史編纂刊行会編『満洲国史　各論』６97６ 年，９５6 頁。前野茂『満洲国司

法建設回想記』日本教育研究センター，６985 年，６７7–６７8 頁。

（７９）　満洲国司法部『満洲家族制度慣習調査　第一巻』有斐閣，６9９９ 年。

（７5）　千種達夫編著『満洲家族制度の慣習』一粒社，６96９ 年。

　　　千種の手による出版の他にも，当時の慣習調査の結果に関連する書籍が出版さ

れており，南満洲鉄道株式会社編『満蒙諸慣習概要　附商租地畝須知』満蒙文化

協会出版部，６9７５ 年，や，『吉黒両省ノ民事習慣調査ニ就テ　附吉林省風俗調査』

国務院統計処，６9８９ 年，等がある。

（７6）　管見の限りでは，千種達夫文書の中に，『慣習調査項目』（康徳六年十二月六日印

刷　司法部参事官室）・『満洲家族制度の慣習調査（日本内地人学生調査項目）』（康徳七

年七月　新京法政大学）（何れも『康徳六年起　親族相続立法資料』所収），及び『司

法部親属継承慣習調査録』（第八次調査項目満文版　康徳七，一一，一印刷）（『満洲親属

継承法』所収）と記されている，慣習調査項目の雛形がそれぞれ確認できた。また，

同雛形を利用した各地の慣習調査報告書の原本（『親族，相続に関する慣習調査報告書』

（興安西省阿魯科爾泌旗・熱河省喀喇泌左，右，中旗，翁牛特右旗）・『親族ニ関スル慣習

調査』（蒙古ダホール族ノ慣習・興安東省及同省莫力達旗公署）・『親族・相続に関する

慣習調査報告書』（興安北省索倫旗）・『親属継承の慣行』（蒙古興安西省奈曼旗・興安

東省阿栄旗）・『親属継承の慣行』（蒙古興安南省東科中旗・扎賚特旗・興安北省西新巴旗））

も併せて所蔵されている。

　　　慣習調査項目の雛形の内，『司法部親属継承慣習調査録』（第八次調査項目満文版　

康徳七，一一，一印刷）は，千種達夫『満洲家族制度の慣習Ⅲ』一粒社，６967 年にて

示されている慣習調査の項目と若干の差異はあるもの，類似点が多いため，併せ

て整理しておく。

（７7）　その際，「注意抄写務必能如其原物之様而表現之（記載之形式亦如原物例如写於紅

布之場合記載其旨）。」（「写ハ出来ルダケ実物ヲヨク表スヤウ注意スルコト（記載ノ形式モ実

物通トシ例ヘバ赤イ布ニ書イテアル場合ハソノ旨ヲモ記載スルコト）」）と細かく指示がな

されていた。前掲（註 ７6）『司法部親属継承慣習調査録』（第八次調査項目満文版　康

徳七，一一，一印刷）。前掲（註 ７6）『慣習調査項目』（康徳六年十二月六日印刷　司法部参

事官室）。

（７8）　座談会の模様は，「親族相続の立法に関する満系婦人座談会」『法曹雑誌』第 8

巻第 5号，６9９６ 年，95–６５5 頁，及び「満系青年婦人の親族相続座談会」『法曹雑誌』
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第 8巻第 9号，６9９６ 年，98–６５9 頁，に掲載されている。

　　　また，７回の座談会における質問事項を整理したと思われる，『満系婦人座談会　

以親属継承法上関於女子之制度為主』及び『満系青年婦女関於法制座談会（以親

属継承法上之問題為中心）』（康徳八年四月一九日（於国都飯店））（何れも『康徳六年起　親

族相続立法資料』所収）の資料が，千種達夫文書に所蔵されている。

（７9）　興味深いことに，妾を有する者に対し税を課するという発想は，妾の取り扱い

をめぐり議論となった日本や中国でも見られたものであった。

　　　日本では，妾を有している者に納税の義務を負わせることにより，厳重な制裁

が加えられる旨を指摘する意見が当時の新聞や雑誌に寄せられている。井上美代

「廃妾か課税か」『女性』第 ６７ 巻第 ８号，６9７7 年，６６９–６６7 頁。高島米峰「畜犬

税と蓄妾税」『東京朝日新聞』６9６７ 年 ６６ 月 ７５ 日。

　　　越後の区議会では，妾宅には 5倍の税が課せられることに決したとの報道もな

されている。「妾宅税と婚姻税」『女学雑誌』第 ８57 号，６89８ 年，７6 頁。

　　　また，中国でも課金により蓄妾の弊風を取り除く方法に言及しているものがあ

る。「法律上須按女子的年齢，而規定一定的聘金：而対於娶妾的娶金，又須特別

加重。」（法律上女子の年齢により一定の結納金の支払いを規定すること，妾を娶る場合は

結納金の金額を高くすること。）とし，具体的には ６8 歳の女子を妻とする場合の結納

金は ７５５ 元，妾とする場合は ７５５ 元以上とすることを提言する論稿が示されてい

る。符致逵「蓄妾問題」『婦女周刊』民国 ６９ 年第 ６9 期，６9７5 年，６９5–６９8 頁。

　　　実際に，北洋政府の司法部が公布した納妾限制条例には「納妾須在警察署注册，

貼印花四十元。」（妾を納める場合には警察署へ登録し，９５ 元の印花税を払わなければなら

ない。）との規定が盛り込まれていた。嵩山薛「「納妾限制」」『現代婦女』第 ８６ 期，

６9７８ 年，６頁。程郁『納妾　死而不僵的陋習』上海古籍出版社，７５５7 年，６６6 頁。

（８５）　満洲国司法部『親属継承法要綱審議録』６9９７ 年，65 頁。

　　　尚，『親属継承法要綱審議録』は，浅野豊美編集・解説『大東亜法秩序・日本

帝国法制関係資料　第 ８期　満洲国関係・蒙彊政府関係資料』〔６９〕～〔６6〕，第

８９ 巻～第 ８6 巻，龍溪書舎，に復刻版として収録されている。

（８６）　詳細は，６9９６ 年 8 月 ６5 日に最高法院会議室において開催された第 ７次小委員

会第 9回の席上にて審議されている。前掲（註 ８５）『親属継承法要綱審議録』65７–

658 頁。

（８７）　この文言は，要綱の第 ６次案（６9９６ 年 6 月 5 日）にて示され，第 ７次案（６9９６ 年

7 月 ７６ 日）でも同じ文言が採用されている。千種により示された最初の親属継承

法大綱試案（６9９６ 年 ９ 月 ６６ 日）では，「妾ニ付テハ法律上之ヲ明定シナイコトトシ，

唯事実上存スル妾ニ付テ援用民法第千百二十三条第三項，第千百十四条ノ如キ保

護規定ヲ設ケルコト」となっていた。同年 ９月 ６6 日に開催された第 ６次起草委
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員会第 ９回の席で，千種は「法文上妾と云ふ文字は全然出さないことにして，右

援用民法のやうに実質的に妾を表す文句を記載すればよいでせう。」と述べてい

る。前掲（註 ８５）『親属継承法要綱審議録』7５ 頁及び 89 頁。

　　　６9９６ 年 ６５ 月 ８ 日に出された親属継承法要綱案でも，「妾ニツイテハ直接規定セ

ズ，唯間接ニ保護スル規定ヲ設ケルコト」の文言で決定されている。千種達夫文

書，司法部参事官室『親属継承法要綱案（民事法典審議委員会第一部小委員会決定）』

（『康徳六年起　親族相続立法資料』所収），６9９６ 年，７９ 頁。

（８８）　小委員会の終了後，現在までの妾を保護する一方で，将来の妾を保護しないの

は実情に即さない，という理由から，再度院長室で意見が交わされ，要綱の内容

に決したことが記されている。千種達夫「故井野英一先生と満洲時代の思い出」『判

例時報』第 55７ 号，６969 年，６9 頁。

（８９）　前掲（註 ６9）千種「満洲国親属継承法の立法方針と要綱」８９–８6 頁。前掲（註

６9）千種『満洲親族相続法の要綱』７5 頁及び ７7 頁。

（８5）　「親属継承法の波紋」『満洲評論』第 ７６ 巻第 ７６ 号，６9９６ 年，８５ 頁。

　　　中川善之助も「機宜を得た処置といへやう。妾の如き一夫多妻的形式を認める

は近代国家の恥であるといふやうな，一片の観念論に惹かれて，その国の実情を

無視する態度は慎しむべきであらう。」と述べている。中川善之助「満洲国に於

ける親族関係と家族関係－親属継承法要綱を中心として－」『法学』第 ６７ 巻第 6

号，６9９８ 年，６9 頁。

（８6）　千種達夫文書，司法部参事官室『親属継承法　親属編試案（千種）』（康徳

一〇，一，三〇作成　康徳一〇，二印刷）（『満洲親属継承法』所収）６9９８ 年。

（８7）　千種達夫『満洲家族制度の慣習Ⅱ』一粒社，６965 年，96 頁。千種達夫「妾」『時

の法令』第 59７・59８ 号，６967 年，８5 頁。

（８8）　当該条文に類似するものとして，中華民国民法典の下記の規定が挙げられる。

　　　第 ６６６９ 条

　　　左列親属互負扶養之義務。

　　　（次に掲げる親属は互いに扶養の義務を負う。）

　　　一　直系血親相互間

　　　（６　直系血親の相互間）

　　　二　夫妻之一方与他方之父母同居者其相互間

　　　（７　夫婦の一方が他方の父母と同居している場合の相互間）

　　　三　兄弟姉妹相互間

　　　（８　兄弟姉妹の相互間）

　　　四　家長家属相互間
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　　　（９　家長と家属の相互間）

　　　つまり，中華民国民法典の第 ６６７８ 条で妾は家属の一員と見做され，第 ６６６９ 条

に基づき妾は扶養される対象に含まれることとなっている。これは，満洲の親属

継承法でも類似する点として挙げられよう。

　　　満洲での実態で見ると，座談会の席上で「妾は家庭の一員でありますが，相続

権はない。然し扶養を受ける権利があるし，妾の子女は当然夫の遺産を相続する

ことが出来ます。」との発言があることから，妾は家族の一員として扶養を受け

ることが実態として認められていたように見受けられる。前掲（註 ７8）「満系青年

婦人の親族相続座談会」６５8 頁。

（８9）　前掲（註 ６9）千種「満洲国親属継承法の立法方針と要綱」5７ 頁，7７ 頁及び 9８ 頁。

前掲（註 ６9）千種『満洲親族相続法の要綱』９6 頁，68 頁及び ６５6 頁。

　　　妾に財産の酌量給与を受ける権利を認めたことにより，妾を間接的に保護した

ことになった旨を紹介している記事もある。「親属継承法要綱決定」『満洲評論』

第 ７７ 巻第 7号，６9９７ 年，７9 頁。

（９５）　こちらも類似する法体制として，中華民国民法典の下記の規定がある。

　　　第 ６６９9 条

　　　 被継承人生前継続扶養之人，応由親属会議依其所受扶養之程度及其他関係，酌

給遺産。

　　　 （被継承人が生前に継続して扶養していた者につき，親属会議においてその扶養を受けた

程度及びその他の関係により，遺産を酌量して給付する必要がある。）

　　　前掲（註 ８8）での中華民国民法第 ６６６９ 条に基づき，妾は扶養される対象に含ま

れることとなり，それにより第 ６６９9 条にて妾に遺産の酌量給付を受ける権利が

認められることとなる。文言は異なっているものの，妾に対する財産の給与が暗

に認められることになっている点については，中華民国民法典と満洲の親属継承

法での類似点と見ることが出来よう。

　　　尚，『親属継承法要綱審議録』では，妾の継承権につき審議されている過程で，

上記の中華民国民法第 ６６９9 条が取り上げられている。その際，同条での親属会

を介在させるのは面倒であるので必要はないこと，又「被継承人が生前に継続し

て扶養していた者」では被継承人の親友も入り得るため範囲が広くなること，と

いう意見が挙がっている。中国と満州での両法における文言の差異を見る上では，

貴重な意見と見られる。前掲（註 ８５）『親属継承法要綱審議録』６98 頁及び 8７8 頁。

（９６）　千種達夫文書，前掲（註 ８6）『親属継承法　親属編試案（千種）』（康徳一〇，一，
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三〇作成　康徳一〇，二印刷）及び『親属継承法案（文語体）』（康徳一一，四，五，整理　

康徳一一，四，五，印刷）・『親属継承法案』（康徳一一年九月整理）（何れも『満洲親属

継承法』所収）でそれぞれの草案で示されている条項を見ると，重婚禁止規定は

当初より一貫して設けられていたことが確認できる。

（９７）　朱廣文「親属継承法要綱解説（二）」『法曹雑誌』第 9巻第 6号，６9９７ 年，78７ 頁。

（９８）　親属継承法草案で示されている条項は，翻訳の文言に若干の差異は見受けられ

るものの，基本的には裁判上の離婚事由は同一であった。千種達夫文書，前掲（註

８6）『親属継承法　親属編試案（千種）』（康徳一〇，一，三〇作成　康徳一〇，二印刷）及

び前掲（註 ９６）『親属継承法案（文語体）』（康徳一一，四，五，整理　康徳一一，四，五，印

刷）・『親属継承法案』（康徳一一年九月整理）。

（９９）　この文言は，要綱の第 ６次案から使用されている。最初の要綱の試案では「裁

判上ノ離婚原因ニ付テハ各国立法例及慣習上認メラルルモノヲ参酌シ，特ニ家族

制度ノ維持及妻ノ地位ノ保護等ヲ考慮シテ規定スルコト。」となっていた。前掲（註

８５）『親属継承法要綱審議録』7５ 頁。

（９5）　但し，慣習調査の報告によると，奉天省蓋平県（報告者：除俊秀）では夫の納妾

行為により夫婦が別居する事例が多数報告されている。千種達夫文書，『満洲親

族相続慣習調査集』（『康徳六年起　親族相続立法資料』所収）８6–８7 頁。

　　　また，座談会の席にても，夫が妾を有している家庭では 8割程度は家庭内不和

の状況にあるとの意見も示されている。前掲（註 ７8）「親族相続の立法に関する満

系婦人座談会」６５７ 頁。

（９6）　同法は，『法律時報』第 ６７ 巻第 ６６ 号，６9９５ 年，67–7９ 頁，に掲載されている他，

浦野起央編著『資料体系　アジア・アフリカ国際関係政治社会史　第 ７巻　アジ

アⅠ b』パピルス出版，６987 年，86８–875 頁，にも再録されている。また，同法

を分析したものとして，遠藤正敬『近代日本の植民地統治における国籍と戸籍－

満洲・朝鮮・台湾』明石書店，７５６５ 年，が挙げられる。併せて参照されたい。

（９7）　民事司第三科「民籍質疑「解答」事項」『法曹雑誌』第 8巻第 ８号，６9９６ 年，

９８9 頁。

（９8）　司法部民事司「民籍「質疑解答」事項（一〇）」『法曹雑誌』第 9巻第 9号，

６9９７ 年，６６8６ 頁。

（９9）　『親属継承法要綱審議録』内での議論でも，親属継承法にて妾を明文化せず，

他方で民籍にて妾を明記することに肯定的な意見が挙がっている。前掲（註 ８５）『親

属継承法要綱審議録』8８５ 頁。

（5５）　但し，８5 年刑法と同時に公布された刑法施行法第 9条では「刑法第二百三十九

条之規定於刑法施行前非配偶而以永久共同生活為目的有同居之関係者不適用之。」

（刑法第 ７８9 条の規定は，刑法施行前に配偶者では無くして永久に共同生活を為す目的で同
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居している関係者にはこれを適用しない。）と定められたため，刑法典施行前の男女関

係には効力が及ぼされず，妾を暗に容認するようになっていた。

（5６）　主要法典では，民法は穂積重遠・我妻栄，商法は松本蒸治・田中耕太郎，民事

訴訟法は池田寅次郎，刑法は泉二新熊，刑事訴訟法は小野清一郎らがそれぞれ立

法顧問として審核の任に就いた他，法制一般は村上貞吉が担当した。『康徳三年

版　満洲国現勢』満洲国通信社，６9８6 年，６６5 頁。前掲（註 ７８）『満洲国史　各論』

８8５ 頁。前掲（註 ７８）前野『満洲国司法建設回想記』6６ 頁。山室信一「「満洲国」

の法と政治－序説」『人文学報』第 68 号，６99６ 年，６９8 頁。申政武「満洲国民法　

解題」前田達明編『史料民法典』成文堂，７５５９ 年，６7５８ 頁。

　　　審核の任に多くの日本人が就いた他，６9８5 年 ６７ 月における満洲司法部の職員

６５9 名の内，日本人は 56 名いたとの統計が示されている。また司法部法学校の内

訳を見ても，６7 名の内 ６６ 名を日本人が占めていた。中央档案館・中国第二歴史

档案館・吉林省社会科学院合編『偽満傀儡政権』（日本帝国主義侵華档案資料選編 ８）

中華書局，６99９ 年，９５７ 頁。

（5７）　鈴木賢「試論・東アジア法系の成立可能性」『北大法学論集』第 5８ 巻第 ８号，

７５５７ 年，８５8–８６9 頁。

（5８）　『最高法院民事判決例集』第 ６巻・第 ７巻，法曹会，６9８7 年，８87–８9９ 頁。

（5９）　一例として，フランスが行った慣習調査が挙げられる。詳細は，福井勇二郎「一

夫多妻制に関する安南の慣行について」『法学協会雑誌』第 6７ 巻第 ６号，６9９９ 年，

６–６8 頁，及び，福井勇二郎「婚姻に関する安南人の慣行」『法学協会雑誌』第 6７

巻第 9・６５ 号，６9９6 年，567–59５ 頁，に詳しい。
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